
令和５年８月１６日 

質 問 回 答 書 

（第１回） 

 地方独立行政法人新小山市民病院 

                         事務部人事課 給与厚生係 

                         事務部経理課 用度係 

                                                                        

 病児･病後児及び院内保育所運営事業者選定プロポーザルについてのご質問に対し、次に

より回答します。 

 

質問受付日 回 答 内 容  

R5.8.15 【質問】 

（施設構成） 

 保育園の図面を頂戴できますでしょうか。 

 【回答】 

防犯の都合上、ホームページ上での公開は控えたく、個別にご提供させて

いただきます。 

R5.8.15 【質問】 

（職員配置） 

 病児保育の実施にあたり、看護師の配置は受託者対応となりますでしょう

か。もしくは、貴院の看護師様の配置となりますでしょうか。 

 

 

【回答】 

前者とさせていただきます。 

R5.8.15 【質問】 

（仕様書３（２）） 

 院内保育における保育室は３部屋とのことでありますが、異年齢のお子様

を同部屋にて保育する対応は問題ございませんでしょうか。 

 【回答】 

問題ございません。 

R5.8.15 【質問】 

（仕様書４（２）ウ） 

 延長保育について利用が想定される日数及び時間と、利用想定児童の人数

及び年齢内訳をご教示いただけますでしょうか。 

 【回答】 

日数･･･月に５～６回程度 

時間･･･１８時～１８時３０分 

利用想定児童数･･･１～２名（０～２歳児） 

以上となります。ただし、現状人数での実績値となりますので、若干の変

動があるかもしれません。 



R5.8.15 【質問】 

（仕様書６（１）） 

 保育に従事する職員は、児童数に応じて児童福祉施設最低基準を満たす人

数の保育士を配置すること。と記載がございますが、保育士の適正人数の配

置の為、２０名定員に対する利用想定人数の年齢内訳をご教示いただけます

でしょうか。 

 【回答】 

０歳児･５名、１～２歳児･７名、３歳児･５名、４歳児以上･３名 

（現状は０歳児･１名、１～２歳児･７名、３歳児･０名、４歳児･１名） 

となります。 

R5.8.15 【質問】 

（仕様書７（１）ア） 

 病児･病後児保育における給食の提供について、現在は院内保育所の厨房か

らの提供か、利用者の手配か、どちらの対応としておりますでしょうか。 

 【回答】 

前者で対応いただいております。 

R5.8.15 【質問】 

（仕様書７（２）イ） 

 間食の提供は１日１回という認識にて相違ございませんでしょうか。 

 【回答】 

２回（９時３０分、１５時３０分）、延長利用の場合は１８時３０分に補食

有、となります。 

R5.8.15 【質問】 

（仕様書８（１）） 

 健康診断の実施につきましては、嘱託医の準備及び契約は受託者の対応と

なりますでしょうか。 

 【回答】 

実施日を決定していただいたうえで、病院側が手配をしております。 

R5.8.15 【質問】 

（仕様書８（１）） 

 健康診断の実施につきまして、嘱託医へ支払う費用については、貴院もし

くは受託者のどちらの負担となりますでしょうか。 

 また、受託者負担となる場合は、現在契約を締結している嘱託医の契約金

額をご教示いただけますでしょうか。 

 【回答】 

病院側が費用負担をいたしております。 

R5.8.15 【質問】 

（企画提案書作成要領２） 

 作成するパワーポイントについては１項目･１パワーポイントと記載がご

ざいますが、１項目というのは、例えば【１（１）運営理念】を１項目とす

るのではなく、【１（１）① 院内保育について】を１項目とするという認識

にて相違ございませんでしょうか。 



 【回答】 

お手数をおかけしますが、後者にてお願い申し上げます。 

R5.8.15 【質問】 

（企画提案書作成要領８（３）） 

 園内調理に係る栄養士等の･･･と記載がございますが、配置調理員について

栄養士資格を持った職員の配置が必須となりますでしょうか。または、調理

師資格のみを持った職員の配置でも問題ございませんでしょうか。 

 【回答】 

給食については本件選定の重点項目としておりますが故、栄養士の配置を

期待しているところでございます。 

ただし、やむを得ない事情により栄養士の配置が困難である場合は、この

限りではありません。 

R5.8.15 【質問】 

（実施要領９（２）） 

 委託料見積書における見積金額の算出については、院内保育の利用児童を

２０名、病児･病後児の利用児童の３名として基準にするという認識にて相違

ございませんでしょうか。 

 【回答】 

お見込みのとおりです。 

 


